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要要要要

担当部

直接実施・

運営

85 委託

平成１２年度以前 ～事業期間

総合計画

分野別計画

予算区分

相談窓口の連携を強化する

1

生活交流課 

生活相談係

43

平成３０年度以降

市民サービス

担当課

7

行政経営

消費者の不利益を防止し、市民の消費生活の安全安心に関する問題を保護することを通し

て、だまされにくい賢い消費者の育成を図る。

○２３年度実施内容

・消費生活相談・・・毎週月から金曜日、午前１０時から午後４時３０分

                         （正午から午後１時休憩）

                         電話相談可　〈消費生活相談員常時２人体制〉

・多重債務相談・・・毎月４・５水曜日、午後１時から午後４時まで

　　　　　　　　　　　　　１人３０分。予約が必要〈弁護士による法律相談〉

それぞれの相談に応じ、必要な指導、助言、情報の提供を行う。

・愛知県多重債務者相談強化月間において１日無料相談会を開催した

〈弁護士・消費生活相談員の２人体制〉

・消費生活出前講座・・・依頼に応じて実施

消費者被害を身近な問題として理解することを目的に、寸劇を交え分かりやすく実施する

助成 0

2

担当係

根拠法令・個別計画

目的

（対象をどの様な

状態にするのか）

内容

（手段）

実施・運営方法

※費用合計に占める

経費の内訳(割合)
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千円
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131.8
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45
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2.00
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3.00
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8,910
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費用合計

1,381 1,077

45

11,269

128.1

受益者負担

費

用

直接経費

正職員

国・県支出金

対前年比

その他財源

8,748

0

一般財源

Ｈ21決算額

消費者被害を身近な問題として理解することを目的に、寸劇を交え分かりやすく実施する

・消費生活特別講座・・・年３回

消費生活知識の向上を図り、主体性のある消費者の育成を目的に実施する

・金融知識普及・生活設計推進講座・・・年３回

市民の健全な家計や安定した生活を実現するための基礎知識の習得を目的に実施する

　　消費生活関係謝礼　606千円　　旅費　166千円  　生活展開催委託　1852千円

　　消耗品・食料費　253千円　　負担金　14千円　　多重債務相談弁護士委託　457千円

その他財源　　市町村貯蓄生活設計推進助成金　45千円

○２４年度実施内容

・生活展・・・消費生活に有用な情報の提供・知識の向上を図り、消費生活の安定と向上を目的として

年１回実施する

・２３年度に準じて相談業務を行う

無

人件費

従事者数

人件費

0.79

（手段）

従事者数
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財
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Ｈ22決算額
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7,018

4545

3,861

5,212



単位

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位

目標

実績

目標

実績

平平平平

成成成成

２２２２
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年年年年

　消費者被害による多重債務者を救済するためには徴収関係課の協力が不可欠で

あるが、現在は連携体制にない。
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消費生活相談開設日
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講座開催

多重債務相談開設日

数

成果指標名

消費生活相談件数

事業の

達成状況

活動指標名 H22
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日
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―

431

250

281

232

7

243

H21
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808

件

講座受講者数

175

333

・消費生活相談窓口を週５日消費生活相談員対応で開設し、必要に応じて多重債務

相談に案内・同席し、相談業務にあたった。

・２２年度から毎月第４・５水曜日に多重債務相談を開設した。

・消費者の自衛力を高め、消費生活の安定向上を図るため、講座を開催し、受講者数

は目標を達成できた。

300

10

16

―

H24

消費者被害による多重債務者を救済するためには徴収関係課の協力が不可欠であ

るため、連携を取れる体制を検討する。

各種相談窓口等との連携を図り、消費生活相談窓口の周知を図る方法を検討する。

年年年年

度度度度

のののの

実実実実

施施施施

結結結結

果果果果

事業実施におけ

る課題等

あるが、現在は連携体制にない。

　各種相談窓口等との連携を図り、他の相談窓口に被害者が相談に行った場合に消

費生活相談窓口をスムーズに案内できるよう、電話交換や受付及び職員に周知を図

る事が課題である。

２３年度、多重債務者と接点のある徴収関係職員などを対象に、多重債務者問題の

研修会を開催したが、更に連携を図り、過年度滞納者に通知する等の注意喚起が必

要である。

方向性の判定 現状維持

改善案等

事業を縮小・

廃止したときの

影響

判　定　理　由

一次評価のとおり。「市民総合相談案内」との連携に努めること。現状維持
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　消費者被害件数は減少する傾向にあるが、年々巧妙化し被害額は多く、相談窓口

を縮小・廃止した場合、専門相談員に相談ができず消費者は速やかな対応がとれなく

なる。

　市に相談窓口が設置されていないと被害者を救済するのに時間がかかり市民が被

害を受ける確率が高くなる。


